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第１章 計画策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

我が国における障がい者支援に関する制度や施策の考え方は、「障害者の権利に関する条約」

（「障害者権利条約」）に大きく影響を受けています。障害者権利条約は、障がい者の人権及

び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした条

約で、平成 18（2006）年 12月 13 日に国連総会において採択されました。日本は、翌年同条

約に署名し、批准に向けた国内法の整備が進められました。 

平成 23（2011）年に「障害者基本法」の大幅な改正が行われ、「全ての国民が障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実

現という新たな目的が掲げられ、地域社会における共生、差別の禁止（社会的障壁の除去）

等の基本原則が規定されました。障がいのある人の定義についても、「障害及び社会的障壁に

より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と改め、心身の

障がいそのものが問題なのではなく、障がいにより日常生活や社会生活が妨げられる社会の

側に問題があるという「社会モデル」に基づく考え方へと転換が図られました。 

このような様々な法整備や制度改革を経て、平成 26（2014）年に「障害者権利条約」に批

准し、その後も国により引き続き障がい福祉向上に向け、施策の見直しや新たな制度の検討

が行われています。 

本町では、令和３（2021）年３月に「串本町第３次障がい者基本計画・第６期障がい福祉計

画・第２期障がい児福祉計画」を策定し、様々な障がい者施策を展開してきました。 

上記の計画のうち「串本町第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画」については

令和５（2023）年度で終了することから、今後の障害福祉サービス等の提供に係る基本的な

方向と見込みを改定する必要があります。 

障がいの重度化や重複化、障がい者や家族の高齢化等に伴い、福祉サービスのニーズも多

様化・複雑化していることから、障がいのある人を取り巻く状況の変化や国の新たな動きを

踏まえ、令和６（2024）年度を初年度とする「串本町第７期障がい福祉計画・第３期障がい児

福祉計画」（以下「本計画」という。）を策定します。 
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２．障がい者支援や障がい福祉をめぐる動き 

 我が国においては、平成 18（2006）年の「障害者自立支援法」の施行により、身体・知

的・精神の障がい種別により異なっていたサービス体系が一元化されました。その後、利

用者負担額の見直しや障がいのある人の範囲の見直し等が行われるなか、平成 25（2013）

年には新たに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（「障害者

総合支援法」）が施行されました。この法律により「地域における共生の実現」という理念

の導入に加え、難病等をサービス対象とすること等が定められました。 

さらに、平成 24（2012）年 10月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律」（「障害者虐待防止法」）、平成 28（2016）年４月には「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律」（「障害者差別解消法」）、同年５月には「成年後見制度の

利用の促進に関する法律」（「成年後見制度利用促進法」）が施行される等、障がいのある人

への権利擁護が進められてきました。平成 28（2016）年には、発達障がいのある人への支

援をより一層充実させることを目的に「発達障害者支援法」の改正法が施行されました。

平成 30（2018）年度からは「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正により、地方

自治体において障がい児福祉計画の策定が義務付けられるとともに、障がいのある人の地

域生活の維持・継続のための支援や就労定着に向けた支援の充実、精神障がいに対応した

地域包括ケアシステムの構築、障がいのある子どもに対するサービス提供体制の計画的な

構築等が求められるようになりました。 

また、令和元（2019）年の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（「読書

バリアフリー法」）施行、令和２（2020）年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」（「障

害者雇用促進法」）の改正法施行、令和３（2021）年の「医療的ケア児及びその家族に対す

る支援に関する法律」（「医療的ケア児支援法」）の施行、令和４（2022）年の「障害者によ

る情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（「障害者情報アク

セシビリティ・コミュニケーション施策推進法」）の施行、令和５（2023）年の改正障害者

雇用促進法の一部施行、令和６（2024）年の改正障害者差別解消法の施行等、障がい者支援

や障がい福祉の充実に向けた取組が行われています。 
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《障がい者支援や障がい福祉をめぐる動き》 

 

年 近年の主な動き 

平成18（2006）年 
障害者自立支援法の施行（４月１日） 

バリアフリー法の施行（12月20日） 

平成23（2011）年 改正障害者基本法の施行（８月５日） 

平成24（2012）年 
改正児童福祉法の施行（４月１日） 

障害者虐待防止法の施行（10月１日） 

平成25（2013）年 障害者総合支援法の施行（４月１日） 

平成26（2014）年 障害者権利条約の発効（２月19日） 

平成27（2015）年 難病の患者に対する医療等に関する法律の施行（１月１日） 

平成28（2016）年 

障害者差別解消法の施行（４月１日） 

改正障害者雇用促進法の施行（４月１日） 

成年後見制度利用促進法の施行（５月13日） 

改正発達障害者支援法の施行（８月１日） 

平成30（2018）年 
改正障害者総合支援法及び改正児童福祉法の施行（４月１日） 

障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行（６月13日） 

令和元（2019）年 読書バリアフリー法の施行（６月28日） 

令和２（2020）年 
改正障害者雇用促進法の施行（４月１日） 

改正バリアフリー法の一部施行（６月19日） 

令和３（2021）年 医療的ケア児支援法の施行（９月18日） 

令和４（2022）年 
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 

（５月25日） 

令和５（2023）年 
障害者基本計画（第５次計画）の策定 

改正障害者雇用促進法の一部施行（４月１日） 

令和６（2024）年 
改正障害者差別解消法の施行（４月１日） 

改正障害者雇用促進法の一部施行（４月１日） 
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３．計画の位置づけ 

○ 障がい者基本計画【６か年計画】 

本町で言う「障がい者基本計画」は、障害者基本法第 11条第３項の規定に基づく「市町村

障害者計画」として、障がい者施策全般にかかわる理念や基本的な方針等を定める計画です。 

○ 障がい福祉計画【３か年計画】 

本町で言う「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法第 88条第１項の規定に基づく「市町

村障害福祉計画」であり、障がい福祉計画の基本的理念を踏まえ、国の基本指針に基づき本

町の障害福祉サービスや相談支援、地域生活支援事業を充実させるために必要なサービス量

を見込むとともに、提供体制の確保に関する方策を定める計画です。 

○ 障がい児福祉計画【３か年計画】 

本町で言う「障がい児福祉計画」は、児童福祉法第 33 条の 20 第１項の規定に基づく「市

町村障害児福祉計画」であり、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な

実施を確保することを目的とする計画です。 
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４．計画の期間 

令和 3年度

(2021年度) 

令和 4年度

(2022年度) 

令和 5年度

(2023年度) 

令和６年度

(2024年度) 

令和７年度

(2025年度) 

令和８年度

(2026年度) 

      

第３次障がい者基本計画 （６年間） 

      

第６期障がい福祉計画（３年間） 第７期障がい福祉計画 

      

第２期障がい児福祉計画（３年間） 第３期障がい児福祉計画 

 

 

５．障がいのある人の定義 

 本計画における「障がいのある人」という用語については、障害者基本法第２条で定めら

れる「身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある

者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受け

る状態にある」人を総称することとします。 

また、発達障害者支援法に規定される自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群、その他

の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等のいわゆる発達障がいのある人や高次

脳機能障がいのある人、難病の人についても本計画の対象者とします。 

障がいのある人が地域のなかで安心して暮らし続けるため、身近な支え合いから専門的な

支援まで、重層的な連携支援体制の構築が必要です。地域の住民組織、民生委員・児童委員

やボランティア、当事者同士やその家族等の支え合いを軸に、行政、社会福祉協議会、福祉

事業者や福祉関係団体等による相談支援や障害福祉サービスの提供、相互の機能連携による

見守りの充実や、より専門的な機関へのつなぎ等、障がいのある人に関わる多様な主体が連

携・協力することにより、障がいのある人の地域での暮らしを支援します。 

 

※ 本計画においては、法律等に基づく用語や固有名詞等については「障害」と表記し、 

それ以外の用語については「障がい」と表記することに努めました。 
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第２章 障がいのある人を取り巻く状況 
 

１．人口の推移 

町の総人口及び各年齢区分とも減少で推移しており、高齢化率は年々高まっている状況で

す。 

 

◆総人口、年齢３区分別人口の推移◆ 

単位：人 

 平成 31年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

0～14歳 1,334 1,275 1,243 1,213 1,112 

15～64歳 7,495 7,181 7,020 6,798 6,539 

65 歳以上 7,235 7,173 7,115 7,014 6,874 

合計 16,064 15,629 15,378 15,025 14,525 

高齢化率 45.0％ 45.9％ 46.3％ 46.7％ 47.3％ 

 

 

 

 

  

1,334 1,275 1,243 1,213 1,112

7,495 7,181 7,020 6,798 6,539

7,235 7,173 7,115 7,014 6,874

16,064 15,629 15,378 15,025 14,525

45.0 45.9 46.3 46.7 47.3 
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平成31年

（2019年）
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（2020年）

令和3年
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令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

0～14歳 15～64歳 65歳以上 高齢化率

（人） （％）

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 
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２．障がい者手帳所持者数の状況 

各手帳数の推移について、身体障害者手帳は減少傾向で推移していますが、療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳はおおむね横ばいで推移しています。 

 

◆障がい者手帳所持者数の推移◆ 

 

 

 

３．身体障害者手帳所持者の状況 

（１）年齢階層でみる身体障害者手帳所持者数 

 

高齢者（65歳以上）が全体の８割以上を占めており、18歳未満はわずかとなっています。 

  

1,025 1,022 1,008 974 954 

203 207 211 206 207 254 257 259 257 259 
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(2023)

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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令和5年度

（2023）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（人）

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在現在） 

 

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 
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（２）障がい部位でみる身体障害者手帳所持者数 

 

障がい部位別の推移を見ると、「肢体不自由」と「聴覚・平衡機能」は減少していますが、

そのほかはおおむね横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

（３）障がい程度でみる身体障害者手帳所持者数 

 

障がい程度の推移を見ると、「５級」はおおむね横ばいですが、そのほかは減少傾向にあ

ります。 

 

 

  

58 53 53 56 57

84 82 74 70 68

9 11 12 11 12

579 580 560 542 527

295 296 309 295 290

1,025 1,022 1,008 974 954

0

400

800
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令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

視覚 聴覚・平衡機能 音声・言語・そしゃく機能 肢体不自由 内部

（人）

241 237 237 218 215

138 142 129 130 126

177 179 176 172 171

325 322 330 319 308

80 82 80 85 83

64 60 56 50 51

1,025 1,022 1,008 974 954
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800
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１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 

 

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 
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４．療育手帳所持者の状況 

（１）年齢階層でみる療育手帳所持者数 

 

令和５年度では、18～64歳の割合が全体の約 75％を占めていますが、18歳未満も約 15％

を占めているため、早期発見・早期療育に努める必要があります。 

 

 

 

 

（２）障がい程度でみる療育手帳所持者数 

 

障がい程度別の推移を見ると、「Ｂ２」は増加傾向ですが、そのほかはおおむね横ばいと

なっています。 

 

  

25 26 32 30 29

159 161 157 152 155

19 20 22 24 23

203 207 211 206 207
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令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（人）

39 39 38 38 39

39 40 40 38 37

60 59 62 58 58

65 69 71 72 73

203 207 211 206 207

0

50

100

150

200

令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

（人）

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 

 

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 
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５．精神障害者保健福祉手帳所持者の状況 

（１）年齢階層でみる精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 

令和５年度では、18～64歳の割合が全体の５割強、65 歳以上が約 45％を占めており、18

歳未満はわずかとなっています。 

 

 

 

 

（２）障がい程度でみる精神障害者保健福祉手帳所持者数 

 

障がい程度別の推移を見ると、「３級」は増加傾向であり、「１級」はおおむね横ばい、

「２級」は減少傾向となっています。 

 

 

  

8 7 10 7 7

145 139 139 141 138

101 111 110 109 114

254 257 259 257 259

0

50

100

150

200

250

300

令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

18歳未満 18～64歳 65歳以上

（人）

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 

 

資料：串本町（各年度３月 31日現在、令和５年度のみ９月 30 日現在） 
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１級 ２級 ３級
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６．難病患者等の状況 

特定疾患医療の受給者は、令和５年度９月 30日時点では 155人となっています。 

小児性慢性特定疾患患者数は、令和５年度９月 30日時点では 11人となっています。 

 

◆特定疾患受給者数の推移◆ 

  

 

 

 

◆小児性慢性特定疾患患者数の推移◆ 

  

 

 

  

157 163
147 148 155

0

50

100

150

200

令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

（人）

24 23 23

17

11

0

10

20

30

令和元年度

（2019）

令和2年度

（2020）

令和3年度

（2021）

令和4年度

（2022）

令和5年度

（2023）

（人）

資料：和歌山県（各年度３月 31 日、令和５年度のみ９月 30 日現在） 

 

資料：和歌山県（各年度３月 31 日、令和５年度のみ９月 30 日現在） 
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39.1 

25.6 

22.6 

18.0 

1.5 

0.8 

0.0 

1.5 

0.8 

0 10 20 30 40

ホームヘルパーや施設の職員

父母・祖父母・兄弟姉妹

子ども・孫（その夫または妻を含む）など

配偶者（夫または妻）

近所の方や友人・知人

ボランティア

手話通訳者や要約筆記者

その他

特にいない
全体（ｎ＝133）

（%）

７．調査結果 

 本計画を策定するにあたり、障がい福祉サービスの利用実態や障がいに関する意識、意向

等を把握し、計画策定や施策推進のための資料とすることを目的として、障がい者及びその

家族等を対象に無作為抽出を行いアンケートを実施しました。以下に結果概要を示します。 

 

◆調査期間：令和５年 10月 25日～11月８日 

配布方法 配布数 回収数 回収率 

郵送法 800票 300 票 37.5％ 

 

（１）年齢・家族構成等 

① 年齢 

年齢は、「65歳以上」が 69.3％と最も高く、次いで、「50～64歳」（12.7％）、「30～49歳」

（9.0％）の順となっています。 

 

 

② 介助者 

介助してくれる方は、「ホームヘルパーや施設の職員」が 39.1％と最も高く、次いで、「父

母・祖父母・兄弟姉妹」（25.6％）、「子ども・孫（その夫または妻を含む）など」（22.6％）

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 6.7 9.0 12.7 69.3 1.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

０～17歳 18～29歳 30～49歳 50～64歳 65歳以上 無回答

（%）
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（２）住まいや暮らしについて 

① 現在の暮らし方と５年以内に暮らしたいと思う場所 

現在、５年以内ともに「家族や親族と暮らしている（暮らしたい）」の割合が最も高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域で生活するために必要な支援 

地域で生活するために必要な支援としては、「経済的な負担の軽減」が 43.7％と最も高

く、次いで、「必要な在宅サービスが適切に利用できること」（42.0％）、「在宅で医療的ケア

などが適切に受けられること」（41.3％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.3

56.4

4.7

1.7

2.3

1.3

0.3

12.0

11.0

39.3

4.7

3.0

2.7

1.0

38.3

0 20 40 60

「現在」 （ｎ＝300）

「５年以内」 （ｎ＝300）

(%)

一人で暮らしている

（暮らしたい）

家族や親族と暮らしている

（暮らしたい）

グループホーム・ケアホームで暮らしている

（暮らしたい）

入所施設（障がい者支援施設）で暮らしている

（暮らしたい）

入所施設（高齢者支援施設）で暮らしている

（暮らしたい）

病院に入院している

その他

無回答

－

43.7 

42.0 

41.3 

29.0 

22.7 

20.7 

17.7 

15.3 

6.7 

0 20 40

経済的な負担の軽減

必要な在宅サービスが適切に利用できること

在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること

相談対応などの充実

地域住民などの理解

障がいのある人が共同生活を行うグループホームなどの確

保

コミュニケーションについての支援

生活訓練などの充実

その他
全体（ｎ＝300）

（%）

障がいのある人が共同生活を行うグループホームなどの確保
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◆調査結果から見える「住まいや暮らし」に関するポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）日中活動や就労について 

① 外出したとき困ること 

外出時に困ることとしては、「公共交通機関が少ない（ない）」が 29.6％と最も高く、次

いで、「道路や駅に階段や段差が多い」（26.2％）、「困った時にどうすればいいのか心配」

（16.9％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・暮らしの場所について、現在はひとり暮らしや家族等との同居が大半ですが、５年以内

という先のことになると無回答の割合が高まっており、先のことについて想定しきれな

い方の割合が高まっています。 

・地域で生活するために必要な支援について、経済的支援、在宅サービスや医療的ケアの

充実、相談対応が挙げられています。引き続き、障がいのある人のニーズに対応できる

在宅サービス提供体制の確保と相談支援等の充実に努める必要があります。 

29.6 

26.2 

16.9 

13.1 

12.0 

11.6 

10.9 

7.9 

7.5 

3.7 

7.1 

19.9 

0 10 20 30

公共交通機関が少ない（ない）

道路や駅に階段や段差が多い

困った時にどうすればいいのか心配

外出にお金がかかる

列車やバスの乗り降りが困難

発作など突然の身体の変化が心配

切符の買い方や乗換えの方法がわかりにくい

外出先の建物の設備が不便

介助者が確保できない

周囲の目が気になる

その他

困ることはない

全体（ｎ＝267）

（%）
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② 就労支援として必要なこと 

就労支援として必要なことは、「職場の上司や同僚の障がいへの理解」が 38.7％と最も高

く、次いで、「通勤手段の確保」（32.0％）、「短時間勤務や勤務日数などの配慮」（31.7％）

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調査結果から見える「日中活動や就労」に関するポイント 

 

 

 

 

 

  

・外出したとき困ることについて、公共交通機関の少なさや道路や駅に階段や段差が多い

ことが上位に挙げられています。障がいのある人が地域の中で生活するため、公共交通

機関の充実、道路や公共施設等のバリアフリー化について推進する必要があります。 

・就労支援として必要なことについて、職場の理解、通勤手段の確保、勤務への配慮等の

割合が高くなっています。障がいのある人への正しい理解と環境整備を進め、障がいの

ある人も個性を生かした就労ができるように努める必要があります。 

38.7 

32.0 

31.7 

26.7 

25.7 

22.3 

20.7 

20.7 

17.0 

5.3 

0 10 20 30 40

職場の上司や同僚の障がいへの理解

通勤手段の確保

短時間勤務や勤務日数などの配慮

就職や就労定着のための援助や相談

就労後の支援など職場と支援機関の連携

在宅勤務の拡充

勤務先のバリアフリーなどの配慮

職場での介助や援助

企業ニーズに合った就労訓練

その他
全体（ｎ＝300）

（%）
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23.0 

14.0 

8.3 

10.0 

10.7 

17.7 

18.0 

6.0 

7.3 

9.0 

8.3 

11.0 

18.7 

12.0 

12.0 

26.3 

0.0 

0.3 

1.0 

0.0 

0.3 

18.0 

11.3 

12.0 

18.0 

2.7 

0 10 20 30 40 50（%）

8.3 

0.7 

1.3 

2.0 

0.7 

6.7 

5.7 

1.3 

1.3 

6.3 

1.0 

1.0 

3.3 

4.0 

3.0 

12.3 

0.0 

0.3 

1.3 

0.0 

0.0 

6.0 

1.3 

2.3 

8.3 

0.3 

01020304050

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障がい者等包括支援

⑥生活介護

⑦自立訓練（機能訓練、生活訓練）

⑧就労移行支援

⑨就労定着支援

⑩就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

⑪自立生活援助

⑫療養介護

⑬短期入所（ショートステイ）

⑭共同生活援助（グループホーム）

⑮施設入所支援

⑯相談支援

⑰居宅訪問型児童発達支援

⑱児童発達支援

⑲放課後等デイサービス

⑳保育所等訪問支援

㉑医療型児童発達支援

㉒移動支援

㉓日中一時支援

㉔地域活動支援センター

㉕日常生活用具・補装具給付

㉖意思疎通支援

（%）

居宅介護（ホームヘルプ）

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障がい者等包括支援

生活介護

自立訓練（機能訓練、生活訓練）

就労移行支援

就労定着支援

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型）

自立生活援助

療養介護

短期入所（ショートステイ）

共同生活援助（グループホーム）

施設入所支援

相談支援

居宅訪問型児童発達支援

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

医療型児童発達支援

移動支援

日中一時支援

地域活動支援センター

日常生活用具・補装具給付

意思疎通支援

0.0

0.0

0.0

（４）障害福祉サービス等の利用について 

現在利用中のサービスについては、「相談支援」が 12.3％と最も高く、次いで、「居宅介

護（ホームヘルプ）」・「日常生活用具・補装具給付」（8.3％で同率）、「生活介護」（6.7％）

の順となっています。 

また、今後利用したいサービスについては、「相談支援」が 26.3％と最も高く、次いで、

「居宅介護（ホームヘルプ）」（23.0％）、「短期入所（ショートステイ）」（18.7％）の順とな

っています。 

＜現在利用中＞                  ＜今後利用したい＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ＝300 
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◆調査結果から見える「障害福祉サービス等の利用」に関するポイント 

 

 

 

 

 

（５）相談相手や情報の入手について 

 

① 悩みや困ったことの相談相手 

相談相手は、「家族や親せき」が 69.0％と最も高く、次いで、「友人・知人」（29.0％）、

「かかりつけの医師や看護師」（25.0％）の順となっています。 

 

 

 

 

  

・現状のサービスの利用と比べて、今後利用したいサービスの結果から、利用ニーズをし

っかりと把握し、障がいのある人が必要なときに必要なサービスを利用できるよう、サ

ービス提供体制の確保が求められます。 

69.0 

29.0 

25.0 

14.3 

12.3 

9.0 

8.7 

7.0 

5.0 

4.0 

3.7 

3.0 

1.3 

1.0 

0.7 

1.0 

1.3 

0 20 40 60

家族や親せき

友人・知人

かかりつけの医師や看護師

施設の職員など

病院のケースワーカー、介護保険のケアマネジャー

近所の人

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

町の相談窓口

民生委員・児童委員・障がい者相談員

職場の上司や同僚

相談支援事業所などの民間の相談窓口

障がい者に関係する団体や家族会

通園施設や認定こども園、学校の先生

県や国の相談窓口

地域生活支援拠点など

その他

どこへ相談したら良いかわからない

全体（ｎ＝300）

（%）

病院のケースワーカー、介護保険のケアマネジャー、
ソーシャルワーカー
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② 障がいや福祉サービス等の情報の入手先 

情報の入手先は、「町の広報紙」が 29.7％と最も高く、次いで、「本や新聞、テレビ、ラ

ジオ」（28.3％）、「家族や親せき、友人・知人」（27.7％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆調査結果から見える「相談相手や情報の入手」に関するポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・悩みや困ったことの相談相手について、家族や親せき、友人・知人、かかりつけの医師

や看護師の割合が高くなっています。一方、公的機関の相談窓口については「町の相談

窓口」が 7.0％となっており、引き続きニーズに対応できる相談支援体制と窓口職員の

資質向上に努める必要があります。 

・障がいや福祉サービス等の情報の入手先について、町の広報誌が 29.7％と最も高く、イ

ンターネットや SNSの割合は 11.3％となっています。障がいのある人や介護者の高齢化

により、パソコンやスマートフォン等による情報収集が苦手な方も多いと推測されま

す。したがって、多様な媒体での情報発信という意味からホームページ等の充実も必要

ですが、身近で手元に置いておける広報誌の充実が求められます。また、視覚障がい者

や聴覚障がい者等があらゆる情報を入手しやすい対応や体制を検討し、実施していくこ

とも必要とされます。 

29.7 

28.3 

27.7 

20.0 

14.3 

11.3 

7.0 

6.0 

5.7 

1.7 

3.7 

0 10 20 30

町の広報紙

本や新聞、テレビ、ラジオ

家族や親せき、友人・知人

病院などの医療機関

サービス事業所の人や施設職員

インターネットやＳＮＳ

障がい者に関係する団体や家族会

町の相談窓口

相談支援事業所

通園施設や認定こども園、学校の先生

その他
全体（ｎ＝300）

（%）
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（６）権利擁護について 

① 障がいがあることで差別や嫌な思いをした経験の有無     

差別や嫌な思いをした経験は、「ない」が 54.9％と最も高く、次いで、「少しある」（14.7％）、

「ある」（10.7％）の順となっています。 

 

 

 

② 成年後見制度の認知度 

成年後見制度について、「名前も内容も知らない」が 26.3％と最も高く、次いで、「名前

を聞いたことがあるが、内容は知らない」（24.3％）、「名前も内容も知っている」（21.7％）

の順となっています。 

 
 

◆調査結果から見える「権利擁護」に関するポイント 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10.7 14.7 54.9 19.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

ある 少しある ない 無回答

（%）

21.7 24.3 26.3 27.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

名前も内容も知っている 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない

名前も内容も知らない 無回答

（%）

・差別や嫌な思いをした経験について、「ある＋少しある」の割合は 25.4％と約４人に１

人の方が経験しているという結果になりました。障がいによる差別や偏見をなくすた

め、障がいに関する正しい理解の普及啓発に努め、町民の意識向上を図る必要がありま

す。 

・成年後見制度について、「名前も内容も知っている」方は 21.7％となっており、引き続

き成年後見制度の周知と利用促進に努める必要があります。 
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・災害時に一人で避難できるかについて、「できない＋わからない」の割合は 56.0％とな

っており、地域における支援を必要とする人の把握と情報共有、避難支援に関する個々

の具体的な対応等を検討する必要があります。 

・災害時に困ることについて、投薬や治療が受けられないこと、避難場所の設備や生活環

境への不安、スムーズに避難できないことが上位に挙げられており、避難支援に加えて、

福祉避難所を含む避難場所や体制の確保に努める必要があります。 

（７）災害時の避難等について 

① 災害時に一人で避難できるか 

災害時に一人で避難できるかについては、「できる」が 35.7％と最も高く、次いで、「で

きない」（29.7％）、「わからない」（26.3％）の順となっています。 

 

 

② 災害時に困ること 

災害時に困ることは、「投薬や治療が受けられない」が 48.3％と最も高く、次いで、「避

難場所の設備や生活環境への不安」（44.0％）、「安全な場所までスムーズに避難できない」

（39.7％）の順となっています。 

 

◆調査結果から見える「災害時の避難等」に関するポイント 

 

 

 

 

 

  

35.7 29.7 26.3 8.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

できる できない わからない 無回答

（%）

48.3 

44.0 

39.7 

17.0 

15.7 

15.0 

8.3 

7.3 

4.3 

6.7 

0 10 20 30 40 50

投薬や治療が受けられない

避難場所の設備や生活環境への不安

安全な場所までスムーズに避難できない

救助を求めることができない

周囲とコミュニケーションがとれない

被害や避難場所の情報の入手に困る

補装具や日常生活用具の入手に困る

補装具の使用が困難になる

その他

特にない
全体（ｎ＝300）

（%）
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（８）虐待について 

① これまでに虐待を受けたことがあるか 

これまでに虐待を受けた経験は、「ある」が 6.3％、「ない」が 75.4％となっています。 

 

◆調査結果から見える「虐待」に関するポイント 

 

 

 

 

 

 

（９）身近な介助者の亡き後について 

① 身近な介助者がいなくなった場合のことを考えたことがあるか 

身近な介助者がいなくなった場合について、「考えたことがある」が 52.3％、「考えたこ

とはない」が 31.4％となっています。 

 

 

  

6.3 75.4 18.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

ある ない 無回答

（%）

52.3 31.4 16.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=86）

考えたことがある 考えたことはない 無回答

（%）

・虐待について、受けた経験がある割合が 6.3％となっています。どのような状況や場面

であれ、虐待行為は決して許されることではないことから、虐待の未然防止に努めると

ともに、虐待事案が発生した場合には早期対応できる体制の構築が求められます。 
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・いわゆる「親亡き後」の問題については、先を考えることで当事者の不安を増大させる

等の指摘もありますが、親や親族等の身近な介助者の亡き後を考えて、地域において安

心した生活が過ごせる環境づくりと、当事者自身の置かれている状況に応じた自立支援

を行っていく必要があります。 

② 身近な介助者がいなくなった場合、不安なこと 

身近な介助者がいなくなった場合、不安なことについて、「家事や日常生活」が 71.1％と

最も高く、次いで、「何でも話したり相談できる身近な人がいなくなること」（60.0％）、「障

がいによる行動のしづらさ」（57.8％）の順となっています。 

 

 

◆調査結果から見える「身近な介助者の亡き後」に関するポイント 

 

 

 

 

  

71.1 

60.0 

57.8 

48.9 

48.9 

6.7 

0.0 

11.1 

0 20 40 60

家事や日常生活

何でも話したり相談できる身近な人がいなくなること

障がいによる行動のしづらさ

住まいのこと

金銭や財産の管理

不安に思っているので、そのときに備えて準備をしている

不安に思うが、何が不安かわからない

その他
全体（ｎ＝45）

（%）
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・町の施策の満足度について、「非常に満足＋やや満足」は 15.0％、「やや不満＋非常に不

満」は 11.3％となっています。また、優先すべき施策では、地域における相談・支援体

制や医療的ケアに関する支援、就労に関する支援を求める声が多いことから、これらの

点に着目して、障がい福祉施策の満足度の向上に努める必要があります。 

（10）町の施策について 

① 町の障がい福祉の取り組みについての満足度 

町の障がい福祉の取り組みへの満足度について、「ふつう」が 51.7％と最も高く、次い

で、「やや満足」（12.3％）、「やや不満」（8.0％）の順となっています。 

 

 

② 障がい福祉に関して優先すべき町の施策 

障がい福祉に関して優先すべき町の施策について、「地域における相談・支援体制の充実」

が 49.7％と最も高く、次いで、「医療的ケアが必要な障がい者（児）への支援」（41.3％）、

「障がい者の就労や就労定着の支援」（37.3％）の順となっています。 

 

 

◆調査結果から見える「町の施策」に関するポイント 

 

 

 

  

2.7 12.3 51.7 8.0 3.3 22.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（ｎ=300）

非常に満足 やや満足 ふつう やや不満 非常に不満 無回答

（%）

49.7 

41.3 

37.3 

31.0 

29.0 

28.0 

24.7 

11.7 

3.3 

0 10 20 30 40 50

地域における相談・支援体制の充実

医療的ケアが必要な障がい者（児）への支援

障がい者の就労や就労定着の支援

障がいに対する町民への理解の促進

発達障がい者（児）への支援

障がい者差別の解消

障がい者の余暇活動の場や機会の充実

障がい者スポーツ・文化の普及啓発

その他
全体（ｎ＝300）

（%）
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第３章 国の「基本指針」とサービス体系 

 

１．国の「基本指針」 

国が示す「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」（以下「基本指針」という。）は、障害者総合支援法第 87条第１項および児童福祉

法第 33 条の 19 の規定に基づき、障がい福祉サービス等の提供体制および自立支援給付等の

円滑な実施を確保することを目的として作成されます。 

障がい福祉計画・障がい児福祉計画は、国が示す基本指針に即して市町村および都道府県

が作成すると規定されているため、令和５年に改正された基本指針に沿って策定することと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「基本指針」の主な概要（厚生労働省通知：令和５年５月 19日） 
 
 

①入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 

②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

③福祉施設から一般就労への移行等 

④障がい児のサービス提供体制の計画的な構築 

⑤発達障がいのある人等支援の一層の充実 

⑥地域における相談支援体制の充実・強化 

⑦障がいのある人等に対する虐待の防止 

⑧地域共生社会の実現に向けた取組 

⑨障がい福祉サービスの質の確保 

⑩障がい福祉人材の確保・定着 

⑪よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障がい（児）福祉計画の策定 

⑫障がいのある人による情報の取得利用・意思疎通の推進 

⑬障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 

⑭その他：地方分権提案に対する対応 
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２．障害者総合支援法に基づくサービス体系 

「障害福祉サービス等」は、障がいのある人のそれぞれの障がい程度や社会活動、介護者、

居住等の状況等を踏まえて個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工

夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大きく分

けられています。 

 

■障害福祉サービス等の体系（概念図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護給付

①居宅介護（ホームヘルプ）

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥短期入所（ショートステイ）

⑦療養介護

⑧生活介護

⑨施設入所支援

訓練等給付

⑩自立訓練(機能訓練・生活訓練)

⑪就労選択支援

⑫就労移行支援

⑬就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

⑭就労定着支援

⑮自立生活援助

⑯共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療

・更生医療

・育成医療

・精神通院医療

補装具

障
が
い
者
等

自立支援給付

地域生活支援事業

・相談支援 ・手話奉仕員養成研修

・成年後見制度 ・地域活動支援センター

・意思疎通支援 ・訪問入浴サービス

・日常生活用具の給付または貸与 ・日中一時支援

・移動支援 ・その他

・専門性の高い相談支援 ・広域的な対応が必要な事業 ・人材育成 等

支援

市町村

都道府県
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３．サービス利用者の状況 

（１）障害支援区分の認定状況 

障害者総合支援法の障害支援区分は、区分１～６となっています。令和５年４月１日現在

の認定者は 146人です。 

 

障害支援区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

低い １ 人 2 3 3 3 3 2 

 ２ 人 32 32 27 24 22 20 

支援の
必要度 

３ 人 27 29 30 32 34 37 

４ 人 20 20 19 19 18 18 

 ５ 人 20 19 19 20 21 22 

高い ６ 人 50 49 48 47 47 46 

合計 人 151 152 146 145 145 145 

各年度４月１日現在 

（２）障害福祉サービス支給決定者 

障害福祉サービス支給決定者数は、令和５年４月１日現在 197 人です。 

項目 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

支給決定者 人 199 205 197 193 189 185 

各年度４月１日現在 

（３）地域生活支援事業支給決定者 

地域生活支援事業支給決定者数は、令和５年４月１日現在 65人です。 

項目 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

支給決定者 人 82 68 65 62 59 57 

各年度４月１日現在 
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第４章 基本指針に基づく目標値 
 

１．成果目標について 

本計画の策定に際し、国の基本指針に示されている成果目標については、次のとおりで

す。 

 

■市町村で設定する成果目標 

項 目 国の基準 

(1) 福祉施設の入所者の 

地域生活への移行 

令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数の６％以上

を地域生活へ移行 

令和８年度末時点で、令和４年度末時点の施設入所者数を５％

以上削減 

(2) 地域生活支援の充実 

令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等

を整備（複数市町村による共同整備も可能）するとともに、そ

の機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援

拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配

置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時

の連絡体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を

踏まえ運用状況を検証及び検討 

令和８年度末までに、強度行動障がいを有する者に関して、各

市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制を整

備 

(3) 福祉施設から一般就労への

移行等 

令和８年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を令和３

年度実績の 1.28倍以上（移行支援事業 1.31倍以上、就労Ａ型

概ね 1.29倍以上、就労Ｂ型概ね 1.28倍以上） 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占

める一般就労へ移行した者の割合が 50％以上の事業所を 50％

以上 

就労定着支援事業の利用者数は、令和８年度末の利用者数を令

和３年度末実績の 1.41倍以上 

就労定着率については、令和８年度の就労定着支援事業の利用

終了後の一定期間における就労定着率が 70％以上となる就労

定着支援事業所の割合を 25％以上 
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項 目 国の基準 

(4) 障がい児支援の提供体制の 

整備等 

令和８年度末までに児童発達支援センターを各市町村又は各

圏域に少なくとも１カ所以上設置 

各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地

域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用し

ながら、令和８年度末までに、全ての市町村において、障がい

児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する

体制を構築 

令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又

は圏域に少なくとも１カ所以上確保 

令和８年度末までに県、各圏域又は各市町村において、医療的

ケア児等の支援のため保健、医療、障がい福祉、保育、教育等

の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置するととも

に、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 

(5) 相談支援体制の充実・ 

強化等 

令和８年度末までに各市町村において、総合的な相談支援、地

域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通

じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置（複

数市町村による共同設置可）するとともに、基幹相談支援セン

ターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保 

協議会（※）において、個別事例の検討を通じた地域サービス

基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組

を行うために必要な協議会の体制を確保 

(6) 障害福祉サービス等の質を

向上させるための取組に係

る体制の構築 

令和８年度末までに、都道府県や市町村において、サービスの

質の向上を図るための取組みに係る体制を構築 

※地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、

その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担う自立支援協議会 
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２．成果目標に対する目標値 

 

障がいのある人の自立支援の観点から、国の基本指針に基づき令和８（2026）年度を目標

年度として、次の項目について目標値を設定します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数の６％以上が地域生活へ移行するとと

もに、令和８年度末時点の施設入所者数を令和４年度末時点と比べて５％以上削減する成果

目標を達成するため、次の人数を設定します。 

なお、現施設入所者は常時介護が必要な重度の障がい者で、家族も高齢化していることが

多く、地域移行の必要性について、関係機関等と連携して、見極めを行い、地域移行に向け

た支援に努めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

地域生活への移行者数 ０人 １人 

施設入所者数の削減見込 ０人 １人 

 

 

（２）地域生活支援の充実 

① 地域生活支援の充実 

コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の

担当者の配置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築

を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討する成果目標に

ついては、その目標を達成するように努めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

地域生活支援拠点等の整備 １か所 １か所 

コーディネーターの配置人数 ２人 ２人 

地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉

サービス事業所等の担当者の配置人数 
１人 １人 

運用状況の検証・検討 １回／年 ２回／年 
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② 強度行動障がいを有する者への支援体制の充実 

令和８年度末までに、強度行動障がいを有する者に関する支援ニーズを把握するとともに、

その支援体制の整備を進めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

強度行動障がいを有する者に対する支援体制

の整備 
無 有 

 

 

 

（３）福祉施設から一般就労への移行等 

① 福祉施設から一般就労への移行 

令和８年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を令和３年度実績の 1.28 倍以上（移行

支援事業 1.31倍以上、就労Ａ型概ね 1.29 倍以上、就労Ｂ型概ね 1.28倍以上）とする成果目

標について、本町では令和３年度実績はありませんが、今後も支援体制の維持・充実に努め、

利用者の一般就労への移行について支援を行ってまいります。 

 

② 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労への移行者の割合 

就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者

の割合が 50％以上の事業所を 50％以上とする成果目標について、本町では令和３年度実績は

ありませんが、今後も支援体制の維持・充実に努め、利用者の一般就労への移行について支

援を行ってまいります。 

 

③ 就労定着支援事業の利用者数 

令和８年度末の利用者数を令和３年度末実績の 1.41 倍以上とする成果目標について、本町

では令和３年度実績はありませんが、今後も支援体制の維持・充実に努め、利用者の一般就

労への移行について支援を行ってまいります。 

 

④ 就労定着率 

令和８年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が 70％以上と

なる就労定着支援事業所の割合を 25％以上とする成果目標について、本町では令和３年度実

績はありませんが、今後も支援体制の維持・充実に努め、利用者の一般就労への移行につい

て支援を行ってまいります。 
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（４）障がい児支援の提供体制の整備等 

① 児童発達支援センターの設置 

平成 24 年 4 月から、発達に心配や遅れのある子どもに対して 18 歳まで継続した支援をす

るために 1 か所の児童発達支援センターを設置しており、実情に沿った支援体制の充実に努

めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

児童発達支援センターの設置 1か所 1か所 

 

② 障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築 

児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しな

がら、令和８年度末までに障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進

する体制を構築する成果目標については、その目標を達成するように努めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

保育所等訪問支援実施体制 有 有 

 

③ 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保  

令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等

デイサービス事業所を１カ所以上確保する成果目標については、町内に 1 か所ずつ確保され

ており、引き続き支援の充実に努めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

主に重症心身障がい児を支援する児童発

達支援事業所数 
1 か所 1 か所 

主に重症心身障がい児を支援する放課後

等デイサービス事業所数 
1 か所 1 か所 

 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

医療的ケア児支援のため協議の場について、本町では新宮・東牟婁圏域自立支援協議会の

子ども部会において令和元年度より協議の場を設置済みであり、今後も圏域内関係機関等の

連携強化に努めます。また、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することにつ

いて、現在は設置できておりませんが、令和 6年度に設置できるように努めて参ります。 
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項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

医療的ケア児支援のための関係機関の協

議の場の設置 
1 か所 1 か所 

医療的ケア児等に関するコーディネータ

ーの配置 
0人 1人 

 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

令和８年度末までに、基幹相談支援センターを設置するとともに、基幹相談支援センター

が地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保、また、協議会において、個別事例の検討を通

じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必

要な協議会の体制を確保する成果目標については、本町ではすでに実施しているため、その体

制の維持・充実に努めます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

基幹相談支援センターの設置 有 有 

基幹相談支援センターが地域の相談支援体制

の強化を図る体制を確保 
有 有 

協議会において、個別事例の検討を通じた地

域サービス基盤の開発・改善等を行う取組に

必要な協議会の体制 

有 有 

 

 

（６）障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

令和８年度末までに、障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制を構築

する成果目標については、本町ではすでに実施しているため、その体制の維持・充実に努め

ます。 

項 目 
現状 

（令和４年度） 

目標 

（令和８年度） 

障害福祉サービス等の質の向上を図る取組の

体制 
有 有 
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第５章 障害福祉サービスの見込みと確保策 

 

障害福祉サービスは、訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス及び相談支

援に分かれており、それぞれのサービスについて、実績値を踏まえた見込みと確保策につい

て次のとおり設定します。 

なお、障害福祉サービスを提供するために必要な人材が不足していることから、その確保

について取り組んでいく必要があります。 

 

１．訪問系サービス 

区 分 内 容 

居宅介護 自宅で入浴、食事等を介助するサービス。 

重度訪問介護 
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅での介助や外出

時の移動を補助するサービス。 

同行援護 
視覚障がいにより移動が著しく困難な方に、外出に必要な情報の

提供や移動の援護等を行うサービス。 

行動援護 
知的障がいや精神障がいにより常に介護が必要な方に、行動する

とき必要な介助や外出時の移動を補助するサービス。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要の程度が著しく高い方に居宅介護等のサービスを包括

的に提供するサービス。 
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■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

居宅介護 
人/月 30 32 30 29 29 28 

時間/月 443 499 487 465 445 425 

重度訪問介護 
人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

同行援護 
人/月 2 2 2 2 2 1 

時間/月 14 16 13 11 9 8 

行動援護 
人/月 1 1 1 1 1 1 

時間/月 16 14 16 16 16 16 

重度障害者等 

包括支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

時間/月 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

訪問系サービスについて、人口減少等の影響もあり、全体的に減少することを見込んで

いますが、引き続き利用者の意向に応じた支援体制を維持します。 

 

  

※利用人数は月平均の実人数、利用量は平均の利用時間。令和 5 年度は 4～9 月の実績より。 



第５章 障害福祉サービスの見込みと確保策 

35 

２．日中活動系サービス 

区 分 内 容 

生活介護 

常に介護を必要とする人に昼間、施設での入浴、排せつ、食事の

介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供す

るサービス。 

自立訓練（機能訓練） 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における

身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行うサービス。 

自立訓練（生活訓練） 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における

身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行うサービス。 

就労選択支援 

※令和７年度から開始予定 

障がいのある人が就労先・働き方についてより良い選択ができる

よう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能

力や適性等に合った選択を支援するサービス。 

就労移行支援 
通常の事業所で働きたい方に、一定の期間、就労に必要な知識及

び能力の向上のための訓練を行うサービス。 

就労継続支援Ａ型 

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づ

く就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就

労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能

力の向上のための訓練を行うサービス。 

就労継続支援Ｂ型 

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づ

く就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供や生産活

動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を

行うサービス。 

就労定着支援 
就労支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障がい者に、

３年間、就労の継続に必要な相談、指導等の支援を行うサービス。 

療養介護 
医療が必要な方で、常に介護を必要とする方に、主に昼間に病院

等において機能訓練、療養上の管理、看護等を提供するサービス。 

短期入所（福祉型、医療型） 

在宅の障がい者（児）を介護する方が病気の場合等に、障がい者

が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサー

ビス。 
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■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

生活介護 
人/月 66 65 65 66 67 68 

人日/月 1,331 1,278 1,278 1,284 1,290 1,296 

(うち重度障がい者) 
人/月 34 30 28 29 30 30 

人日/月 327 374 336 346 357 368 

自立訓練（機能訓練） 
人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

自立訓練（生活訓練） 
人/月 0 0 1 1 1 1 

人日/月 0 0 6 6 6 6 

就労選択支援 人/月 － － － － 1 1 

就労移行支援 
人/月 1 0 0 1 1 1 

人日/月 5 0 0 5 5 5 

就労継続支援Ａ型 
人/月 3 3 2 2 2 2 

人日/月 53 55 39 39 39 38 

就労継続支援Ｂ型 
人/月 66 63 60 58 56 55 

人日/月 1,199 1,115 1,119 1,108 1,098 1,087 

就労定着支援 人/月 0 0 0 0 0 0 

療養介護 人/月 10 10 10 10 10 10 

短期入所 
人/月 4 3 3 3 3 3 

人日/月 67 57 46 44 41 39 

(うち重度障がい者) 
人/月 3 0 0 3 3 3 

人日/月 12 0 0 12 12 12 

 

 

■見込量の確保策 

生活介護については、今後も障がいのある人の日中活動の場として、必要なサービスの

利用に対応できるよう努めます。 

自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所に

ついては、広域的なサービス提供事業者の情報を収集し、必要なサービスの利用に対応で

きるようにするとともに、多様な事業者の参入を促進します。 

また、就労系サービス（就労移行支援、就労継続支援 A型・Ｂ型、就労定着支援）につい

ては、ハローワーク、サービス提供事業者、企業、学校等の関係機関とのネットワークの構

※利用人数は月平均の実人数、利用量は平均の利用時間。令和 5 年度は 4～9 月の実績より。  
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築を図り、障がいのある人の就労支援と工賃の確保等も含めたサービス提供体制の整備を

進めます。また、就労移行した人については、安定した就労を継続して築いていけるよう引

き続き支援を行います。 

なお、就労選択支援については、令和７年度から始まる障がい福祉サービスであり、今後

の国の動向を踏まえ、適切な利用につながるよう支援します。 

療養介護は長期入院による医療的ケアが必要な重度の障がい者であり、主として大規模

な医療機関が実施主体であり既存施設の利用が中心となるため、事業を実施する医療機関

との連携により、適切なサービスの提供に努めます。 

短期入所（ショートステイ）については、サービス提供体制の充実を図ります。 
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３．居住系サービス 

 

区 分 内 容 

自立生活援助 

施設入所支援や共同生活援助を受けていた障がいのある人が自宅で自立

した日常生活を営むため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随

時通報や相談、情報提供・助言を行うサービス。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行うサ

ービス。 

施設入所支援 
主として夜間、施設に入所する障がい者（児）に対し、入浴、排せつ、

食事の介護等の支援を行うサービス。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自立生活援助 人/月 0 0 0 0 0 0 

共同生活援助 
（グループホーム） 

人/月 48 49 47 48 49 50 

(うち重度障がい者) 人/月 2 3 3 4 5 7 

施設入所支援 人/月 39 39 39 39 39 39 

 

■見込量の確保策 

自立生活援助、共同生活援助（グループホーム）については、広域的な連携を図りなが

ら、地域での生活の場の確保に努めます。 

また、施設入所支援については、支援を必要とする人の利用意向に対応できるよう、事業

所における入所状況等の情報収集や利用者への情報提供を行います。 

 

  

※利用人数は月平均の実人数。令和 5 年度は 4～9 月の実績より。  
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４．相談支援 

 

区 分 内 容 

計画相談支援 
福祉に関する問題や介護者からの相談に応じて、必要な情報の提供や

助言等を行うサービス。 

地域移行支援 

障がい者支援施設に入所している方又は精神科病院に入院している方

等、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方

に、住居の確保や相談等の必要な支援を行うサービス。 

地域定着支援 

自宅で一人で生活している障がい者の方に対して、常時の連絡体制を

確保するとともに、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相

談その他必要な支援を行うサービス。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

計画相談支援 人/月 75 75 73 72 72 71 

地域移行支援 人/月 0 0 0 0 0 0 

地域定着支援 人/月 0 0 0 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

複数のサービスを利用する場合、サービス内容を適切に組み合わせたり、全体として効

果的なサービス提供が行われるよう利用計画の作成支援に努めます。 

そのため、相談支援事業所やサービス提供事業所と連携し、サービス等利用計画作成に

必要な体制を確保します。 

  

※利用人数は月平均の実人数。令和 5 年度は 4～9 月の実績より。  
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５．発達障がい者等に対する支援 

 

（１）ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の 

受講者数及び実施者数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

受講者数（保護者） 人 0 0 0 1 1 1 

実施者数（支援者） 人 0 0 0 1 1 1 

■見込量の確保策 

ペアレントトレーニングとは、発達障がいのある子どもを持つ保護者や養育者の方を対

象に、子どもへのかかわり方や心理的ストレスの改善等をめざす家族支援のアプローチの

一つです。また、ペアレントプログラムとは、子どもや自分自身の行動を把握することで見

えてくる保護者の認知的な枠組みを修正していくためのプログラムで、発達障がい児に限

らず、子育て支援全般に幅広く活用することができます。 

ペアレントトレーニングやペアレントプログラムの受講者数について、現在実績はあり

ませんが、県等が実施するペアレントトレーニングやペアレントプログラムを周知し、参

加を促していきます。 

 

（２）ペアレントメンターの人数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

ペアレントメンターの

人数 
人 0 0 0 1 1 1 

■見込量の確保策 

ペアレントメンターとは、自らも発達障がいのある子育てを経験し、かつ相談支援に関

する一定のトレーニングを受けた親のことを言います。現在実績はありませんが、ペアレ

ントメンターに関する周知を行い、その活動を支援していきます。 
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（３）ピアサポートの活動への参加人数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

ピアサポートの活動へ

の参加人数 
人 0 0 0 1 1 1 

■見込量の確保策 

ピアサポートとは、仲間同士の支え合いのことであり、障がい領域におけるピアサポー

ト活動が拡がりをみせています。 

ピアサポート活動については、現在実績はありませんが、ピアサポートに関する周知を

行い、その活動を支援していきます。 
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６．精神障がいに対する支援体制 

地域包括ケアの理念を広げて、精神障がい者の方も住み慣れた地域で暮らし続けられる支

援体制を構築する必要があることから、次に関する見込みを設定することにより、高次脳機

能障がいやアルコール、薬物及びギャンブル等をはじめとする依存症対策を含む、精神障が

いにも対応した地域包括ケアシステムの構築をめざします。 

区 分 内 容 

保健・医療・福

祉関係者によ

る連携体制の

強化 

協議の場の 

開催回数 
保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連

携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の

一年間の開催回数、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族

等の関係者ごと（医療にあっては、精神科及び精神科以外の医

療機関別）の参加者数、協議の場における目標設定及び評価の

実施回数の見込みを設定します。 

協議の場への

関係者の参加

者数 

協議の場にお

ける目標設定

及び評価の実

施回数 

精神障がい者の地域移行支援 
現在利用している精神障がい者の数、精神障がい者のニーズ、

入院中の精神障がい者のうち、地域移行支援の利用が見込ま

れる者の数、地域生活への移行後に地域定着支援の利用が見

込まれる者の数、共同生活援助の利用が見込まれる者の数、自

立生活援助の利用が見込まれる者の数、自立訓練（生活訓練）

の利用が見込まれる者の数等を勘案して、利用者数の見込み

を設定します。 

精神障がい者の地域定着支援 

精神障がい者の共同生活援助 

精神障がい者の自立生活援助 

精神障がい者の自立訓練（生活

訓練 
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（１）保健・医療・福祉関係者による連携体制の強化 

 

① 協議の場の開催回数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

協議の場の開催 回 6 6 6 6 6 6 

 

■見込量の確保策 

現在、本町では新宮・東牟婁圏域自立支援協議会の精神部会において協議の場を設けて

おり、引き続き、保健・医療・福祉関係者による協議の場を開催し、重層的な連携体制を構

築するよう努めます。 

 

② 協議の場への関係者の参加者数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

保健関係者 人 2 2 2 2 2 2 

医療機関 
精神科 人 2 2 2 2 2 2 

精神科以外 人 0 0 0 0 0 0 

福祉関係者 人 15 15 15 15 15 15 

介護関係者 人 0 0 0 0 0 0 

当事者及び家族等 人 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

本町では介護関係者・当事者及び家族等が協議の場へ参加することができていませんが、

保健・医療・福祉関係者等による協議の場を新宮・東牟婁圏域自立支援協議会の精神部会に

設置しており、引き続き重層的な連携体制を構築するよう努めます。 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度については見込値。  

 

※各年度 4 月 1 日現在。 
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③ 協議の場における目標設定及び評価の実施回数 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

目標設定及び評価の 

実施回数 
回 2 2 2 2 2 2 

 

■見込量の確保策 

本町では保健・医療・福祉関係者等による協議の場において様々な検討を進める中で、精

神障がいのある人も住み慣れた地域で暮らし続けられる支援体制を構築するための目標設

定と評価を行っていきます。 

 

 

（２）精神障がい者の地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

精神障がい者の地域移行

支援（利用者数） 
人 0 0 0 0 0 0 

精神障がい者の地域定着

支援（利用者数） 
人 0 0 0 1 1 1 

精神障がい者の共同生活

援助（利用者数） 
人 13 13 12 12 12 12 

精神障がい者の自立生活

援助（利用者数） 
人 0 0 0 0 0 0 

精神障がい者の自立訓練

(生活援助)（利用者数） 
人 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

精神障がいのある人の実情に応じて、それぞれの支援体制の維持に努めます。 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度については見込値。  

 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は 9 月 30 日現在。 
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７．相談支援体制の充実・強化のための取り組み  

 

（１）基幹相談支援センターの設置 

 

本町では、基幹相談支援センターを設置済みであり、関係機関と連携して、その機能強化

に努めます。 

 

 

（２）基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

基幹相談支援センター

による地域の相談支援

事業所に対する訪問等

による専門的な指導・

助言件数 

件/年 105 48 60 60 60 60 

地域の相談支援事業所

の人材育成の支援件数 
件/年 75 26 74 65 65 65 

地域の相談機関との 

連携強化の取組の実施

回数 

回/年 404 390 570 520 520 520 

個別事例の支援内容の

検証の実施回数 
回/年 6 6 6 6 6 6 

基幹相談支援センター

における主任相談支援

専門員の配置数 

人/年 1 1 1 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

圏域における基幹相談支援センターや自立支援協議会において、総合的・専門的な相談

支援及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保し、相談支援の充実に努めます。 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度については見込値。  
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（３）協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

協議会における相談支

援事業所の参画による

事例検討実施回数 

回/年 6 6 6 6 6 6 

事例検討参加事業者・

機関数 

事業者・ 

機関数 
10 10 10 10 10 10 

協議会の専門部会の 

設置数 

部会 

設置数 
4 4 4 4 4 4 

協議会の専門部会の 

実施回数 
回/年 24 24 24 24 24 24 

 

■見込量の確保策 

圏域における基幹相談支援センターにおいて、総合的・専門的な相談支援及び地域の相

談支援体制の強化を実施する体制を確保し、相談支援の充実に努めます。 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度については見込値。  
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８．障害福祉サービスの質を向上させるための取り組み 

 

障害福祉サービスの質の向上のため、次に関する見込みを設定することにより、関係職員

の資質向上と事業所や関係自治体等との連携強化をめざします。 

 

（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

県が実施する障害福祉サ

ービス等に係る研修その

他の研修への職員の参加

人数 

人 2 2 2 2 2 2 

■見込量の確保策 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修等に職員が参加することにより、関係職員

の資質向上に努めることで障害福祉サービスの質の向上につなげます。 

 

（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

審査結果を分析してその

結果を活用し、事業所や

関係自治体等と共有する

体制 

有無 有 有 有 有 有 有 

事業所や関係自治体等と

共有の実施回数 
回 1 1 1 1 1 1 

■見込量の確保策 

圏域における自立支援協議会において体制を確保しており、引き続き事業所や関係自治

体等と審査結果の共有を図ります。 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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９．地域生活支援事業 

地域生活支援事業は、障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことがで

きるよう自治体が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な形態で実施す

る事業です。 

地域生活支援事業には「必須事業」と「任意事業」がありますが、本町では次のサービスを

展開しており、各事業の見込量を設定することとします。 

 

■串本町が実施する地域生活支援事業 

区 分 事 業 

必 須 事 業 

理解促進研修・啓発事業 

自発的活動支援事業 

相談支援事業 

成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度法人後見支援事業 

意思疎通支援事業 

日常生活用具給付等事業 

手話奉仕員養成研修事業 

移動支援事業 

地域活動支援センター機能強化事業 

任 意 事 業 日常生活支援 

日中一時支援事業 

地域移行のための安心生活支援事業 

身体障害者自動車改造費助成事業 
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【必須事業】 

 

（１）理解促進研修・啓発事業 

 

障がいのある人が日常生活や社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、

障がいのある人の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化する

ことにより、共生社会の実現を図ることを目的としています。 

■実績と見込量 

区分 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

理解促進研修・啓発事業 0 0 1 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

必要に応じて、障がいのある人に対する理解を深めるための研修会やイベントの開催、

啓発活動等を行います。 

 

 

（２）自発的活動支援事業 

 

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がいのある人

やその家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生

社会の実現を図ることを目的としています。 

■実績と見込量 

区分 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

自発的活動支援事業 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

引き続き、障がいのある人が自発的に行う活動を支援します。 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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（３）相談支援事業 

 

障がいのある人やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援

助を行うことにより、障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができ

るようにすることを目的としています。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

障害者相談支援事業 か所 2 2 2 2 2 2 

障害者相談支援事業/ 

基幹相談支援センター 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

基幹相談支援センタ

ー等機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 有 有 有 

住宅入居等支援事業 実施の有無 有 有 有 有 有 有 

 

■見込量の確保策 

上記の各相談支援事業については、今後とも事業者との連携を図りながら、障がいのあ

る人に必要な相談支援体制の充実を図ります。 

 

（４）成年後見制度利用支援事業 

 

知的障がいや精神障がい等により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、成

年後見制度の利用を支援することにより、障がいのある人の権利擁護を図ることを目的とし

ます。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度利用支援

事業 
件/年 1 1 2 2 2 2 

 

■見込量の確保策 

利用実績は少ない状況ですが、判断能力が不安な障がいのある人が自立した生活を安心

して送ることができるよう、制度の情報提供や周知を図り、適切な利用につなげます。 
  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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（５）成年後見制度法人後見支援事業 

 

成年後見制度の業務を適正に行える法人を確保する体制を整備するとともに、法人後見の

活動を支援することで、障がいのある人の権利擁護を図ることを目的とします。 

■実績と見込量 

区分 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

成年後見制度法人後見支援事業 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

法人の後見活動を支援するための支援体制の構築等を行い、支援事業の確保を図ってい

きます。 

 

 

（６）意思疎通支援事業 

 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障があ

る障がいのある人に、意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思

疎通の円滑化を図ることを目的とするサービスです。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話通訳者・要約筆記者 

派遣事業 
件 39 44 32 31 30 29 

手話通訳者設置事業 

（設置者数） 
人 0 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

意思疎通支援者の技術及び知識の向上を目的とした研修の開催、手話奉仕員の養成講座

の社会福祉法人への委託、県等の開催する研修への参加等により、人材の養成・資質の向上

と確保を図り、意思疎通支援が必要な方への支援の充実につなげます。 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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（７）日常生活用具給付等事業 

 

障がいのある人について、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること

等により、日常生活の便宜を図ることを目的とするサービスです。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

介護・訓練支援用具 件/年 0 3 0 3 3 3 

自立生活支援用具 件/年 2 1 0 1 1 1 

在宅療養等支援用具 件/年 4 2 4 5 6 7 

情報・意思疎通支援用具 件/年 2 7 4 4 4 4 

排泄管理支援用具 件/年 705 755 1,148 1,315 1,507 1,727 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 
件/年 3 4 4 6 8 11 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人が安定した日常生活を送ることができるよう、給付対象者のニーズに配

慮しながら、障がいの特性に応じた適切な日常生活用具の給付又は貸与に努めます。 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 



第５章 障害福祉サービスの見込みと確保策 

53 

（８）手話奉仕員養成研修事業 

 

意思疎通を図ることに支障がある障がいのある人の自立した日常生活又は社会生活を支援

するため、手話での日常会話に必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成するこ

とを目的とした事業です。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

手話奉仕員養成研修 

事業（修了者） 
人/年 11 14 0 14 14 14 

 

■見込量の確保策 

聴覚障がいのある人との交流活動の促進、自治体の広報活動等の支援者として期待され

る手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を習得した者）の養成研修を行い、支援を必要

とする方に適切な支援が届くように努めます。 

 

 

（９）移動支援事業 

 

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出支援を行うことにより、地域におけ

る自立生活と社会参加を促すことを目的とするサービスです。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

①個別支援型 
人/年 29 20 32 30 29 27 

時間/年 1,040 1,275 1,610 1,487 1,374 1,269 

②車輛輸送型 
人/年 0 0 4 4 4 4 

時間/年 0 0 24 24 24 24 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人の自己決定を尊重し、利用者本位のサービス提供を推進するためにも、

移動支援サービスの確保を図ります。 
  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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（10）地域活動支援センター機能強化事業 

 

地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜

を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、障がいのある人の地域生活支援の促

進を図ることを目的とするサービスです。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

地域活動支援センター

（自市町村） 

か所 1 1 1 1 1 1 

人/年 9 8 8 9 9 10 

地域活動支援センター

（他市町村） 

か所 1 1 1 1 1 1 

人/年 1 0 0 0 0 0 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人の社会との交流を促進するために、地域活動支援センターにおいて創作

活動や交流、日中の活動の場を提供します。 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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【任意事業】 

 

（１）日中一時支援事業 

障がいのある人の日中における活動の場を確保するとともに、その家族の就労支援や日常

的に介護している家族の一時的な休息を目的とするサービスです。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

日中一時支援事業 人/年 14 7 10 10 11 11 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人の家族等からのニーズに対応して利用できるよう、必要量の確保に努め

ます。 

 

 

（２）地域移行のための安心生活支援 

障がいのある人の高齢化、重度化又は「親亡き後」を見据え、障がいのある人が住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けられるよう居住支援のための必要な機能を整備し、地域生活へ

の移行や定着を推進します。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

緊急時受入れ事業 回/年 0 0 0 1 1 1 

一人暮らし体験事業 回/年 0 0 1 1 1 1 

コーディネート事業

（機能） 
か所 1 1 1 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人等からのニーズに対応して利用できるよう、サービスを維持することに

努めます。 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 

 

※令和元年度より事業実施。各年度 3 月 31 日現在。令和 5年度は見込値。 
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（３）身体障害者自動車改造費助成事業 

身体に障がいのある人が就労等に伴い自動車の改造を行う場合に、その費用の一部を予算

の範囲内で助成することにより、障がいのある人の社会活動への参加を促進することを目的

とした事業です。 

■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

身体障害者自動車改造費 

助成事業 
件/年 1 1 1 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

障がいのある人の社会参加に必要な事業のため、サービスを維持することに努めます。 

 

 

  

※各年度 3 月 31 日現在。令和 5 年度は見込値。 
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第６章 障がい児支援の見込みと確保策 

 

障がい児支援を行うには、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やか

な育成を支援することが必要です。関係機関が連携を図り、障がい児のライフステージに応

じて、保健・医療・障がい福祉・保育・教育・就労支援等に関する切れ目のない支援を提供す

る体制の構築を図る必要があるとともに、障がい児が障がい児支援を利用することで、障が

いの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容（イン

クルージョン）を推進します。 

本町では、障がいの疑いのある段階から身近な地域で支援できるように、障がい児とその

家族に対し、障害児通所支援及び障害児相談支援を実施しています。障害児入所支援につい

ては県を実施主体としますが、県との適切な連携や支援等により、本町における障がい児支

援の地域支援体制を推進するとともに、本町の障がい児福祉施策の一層の充実のために、次

のサービスの見込量を設定します。 

 

１．障害児通所支援、障害児相談支援等 

 

区 分 内 容 

児童発達支援 
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練等の支援を行うサービス。 

放課後等デイサービス 
放課後や学校の休校日に、生活能力向上のための訓練や社会との

交流促進等の支援を行うサービス。 

保育所等訪問支援 
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との

集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービス。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度障がいの状態等で外出が著しく困難な障がい児に、自宅を訪

問し、日常生活動作の指導、知識技能の付与、訓練等を行うサー

ビス。 

障害児相談支援 
障がい児が福祉に関する問題や介護者からの相談に応じて、必要

な情報の提供や助言等を行うサービス。 

医療的ケア児等に対する関
連分野の支援を調整するコ
ーディネーターの配置 

地域における医療的ケア児等のニーズ等を勘案して、必要となる

コーディネーターの配置人数の見込みを設定します。 
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■実績と見込量 

区分 単位 

実績 見込み 

令和 
３年度 

令和 
４年度 

令和 
５年度 

令和 
６年度 

令和 
７年度 

令和 
８年度 

児童発達支援 
人/月 11 9 10 9 8 7 

人日/月 165 141 156 145 135 125 

放課後等デイサービス 
人/月 18 19 17 17 16 16 

人日/月 224 199 183 165 150 150 

保育所等訪問支援 
人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

居宅訪問型児童発達 

支援 

人/月 0 0 0 0 0 0 

人日/月 0 0 0 0 0 0 

障害児相談支援 人/月 15 14 15 17 18 20 

医療的ケア児等に対す
る関連分野の支援を調
整するコーディネータ
ーの配置 

人 0 0 0 1 1 1 

 

■見込量の確保策 

少子化の影響もあり、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援については

減少傾向ですが、事業所等と連携して、ニーズに応じた施設整備や受け入れ体制の維持を

図っていきます。 

 居宅訪問型児童発達支援は、平成 30年４月から始まったサービスですが、町内事業所で

は提供されていないことから、引き続き、町内事業所に対して提供体制の整備を促します。 

医療的ケア等を必要とする障がい児に対する関連分野の支援については新宮・東牟婁圏

域自立支援協議会の子ども部会にて協議の場を設置していますが調整するコーディネータ

ーの配置については現在設置できていないため、令和６年度までに１名配置できるよう努

めます。 

 

  

※利用人数は月平均の実人数。令和 5 年度は 4～9 月の実績より。 
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２．子ども・子育て支援 

本町では、「地域の温もりで子が育つまち串本」を基本理念とし、子どもの健やかな成長と

子育て家庭を町全体で支援するとともに、教育・保育事業の量と質を確保し、町の子どもと

その保護者がいつまでも幸せに住み続けることができるよう、「子ども・子育て支援事業計画」

を策定しています。 

障がい児福祉計画の作成に係る基本的事項としては、保育所、認定こども園、放課後児童

クラブ（学童保育所）等における、障がい児の利用ニーズの把握及びその提供体制の整備が

求められているため、対象となる児童の受け入れ体制の構築に努めます。 
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第７章 計画の推進のために 

 

１．計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、障がいのある人についての理解や社会的関心を高めていくと

ともに、障がいのある人が社会で活動でき、個性が生かされる環境づくりが必要です。その

ため、地域社会、学校、団体、サービス事業者、行政等がそれぞれの役割を果たしながらお互

いに連携・協力して計画の推進を図ります。 

また、本計画の実現に向けて、障がいのある人やその家族等へのきめ細かなサービスを総

合的・一体的に提供できるよう、庁内の福祉・保健・医療・教育・労働・まちづくり等に関

する関係課等との連携を一層強化して施策を推進します。 

 

２．計画の評価・検証 

本計画を着実に推進し、効果の高いものとするためには、計画を立て（Plan）、実行し（Do）、

進捗状況及び成果を点検・評価したうえで（Check）、取り組みの改善・見直しを行う（Action）、

PDCA サイクルを構築することが大切です。 

本計画の進捗状況及び成果に関する点検・評価については、担当部局だけでなく関係部局

との連携を図りながら執行体制を強化し推進するとともに、計画の確実な運営と円滑な推進

を図るため、定期的な検証 PDCAサイクルの考え方に沿って行っていくこととし、社会情勢や

生活環境の変化などに柔軟に対応して、必要に応じて計画の見直しを図っていくこととしま

す。 

 

 

 

  
ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

A C T I O N

計画の策定

取り組みの実施

取り組みの評価

取り組みの改善

ＰＤＣＡサイクルによる計画の評価と改善
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参考資料 

 

１．串本町障害者基本計画及び障害福祉計画策定委員会設置要綱 

平成 18 年 7 月 14 日 

告示第 71 号 

改正 平成 24 年 3 月 1 日告示第 16 号 

 

(設置) 

第１条 串本町における障害者基本計画及び障害福祉計画を策定するため、串本町障害者基本計画 

及び障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 串本町障害者基本計画の作成に必要な事項 

(2) 串本町障害福祉計画の作成に必要な事項 

(3) 串本町障害福祉施策に必要な事項 

(組織) 

第３条 委員会は、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、障害関係者、被保険者代表者、費用 

負担者等からなる 12 人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。 

2 委員の任期は、障害者基本計画等の策定をもって終了する。ただし、委員が任命されたときの要

件を欠くに至ったときは、その委員は当然退任するものとし、補欠された委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第４条 委員会に、会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第５条 委員会は、会長が招集する。 

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

(庶務) 

第６条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 

(その他) 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 24 年 3 月 1 日告示第 16 号)抄 

この告示は、平成 24 年 4月 1 日から施行する。  
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２．串本町障害福祉計画等策定委員名簿 

 

（順不同） 

区 分(仮) 氏  名  所  属  等  

委  員  吉 村  聡 一 郎 串本町議会文教厚生常任委員長  

委  員  谷  口  秀  行 串本町民生委員児童委員協議会長  

委  員  鎌  田  俊  彦 串本地区医師会  代表  

委  員  阪  本   繁 くしもと町立病院長  

委  員  中  野   實 串本町身体障害者連盟  会長  

委  員  大  川  英  穂 串本町社会福祉協議会  事務局長  

委  員  猪  村  和  己 
串本町民生委員児童委員協議会  

障害者福祉部会  部長  

委  員  藤  野  貴  子 串本町障害児（者）父母の会  会長  

委  員  平  井  治  司 串本町副町長  

委  員  瓜  田  政  稔 串本町住民課長  

委  員  枠  谷  徳  彦 串本町こども未来課長  
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